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商工会業務量算定シートに関する考え方 

                             令和６年３月 

愛知県商工会職員協議会 

 

(入力実施期間について) 

・令和６年４月１日～令和７年３月３１日まで 

※ 休日は除く。但し、休日勤務命令があった場合は入力対象 

 

(対象者)  

商工会常勤職員 (嘱託・パート職員は除く) 

 

(入力方法、手順について) 

 

(1)業務量算定シート(エクセルシート)数字の欄にそれぞれに貴会職員の氏名を入力し 

支援実績については、一日に付き１０行以内とする。 

(2)実際に業務した時間を入力し、支援した内容をプルダウンで選択する。 

(3)１か月分が入力できたら、ファイルに商工会名を記入しＥメールで職員協議会あてに

送信する。（shokkyo@aichipfsci.jp） 

※翌月１５日締め切り 

 

 (一日の業務を入力する場合の例)  

 8:30～11:00 創業支援  

11:00～12:00 販路拡大支援  

13:00～15:00 青年部事業  

15:00～17:15 事業承継支援 

          

 

 (データの活用方法等について) 

  ・各商工会で職員個々の従事した業務内容を時間単位で把握することにより、職員間 

の業務分担に偏りがないかの実態把握に活用する。 

・とりわけその他業務の中で、販路開拓支援とは関連性の薄いイベント業務やお祭り 

事業への従事、商工業振興とはかけ離れた受託業務など、会員等ニーズに関係の薄 

い業務に対して無用に費やしている時間などを把握し、事業の見直しや廃止、受託 

解除を検討していく。また、商工会事業としての軽重づけについて、定量的・論理 

的に説明し役員や会員等へ理解醸成を図る根拠としてデータ活用する。 

・中小機構中部本部が四半期毎に実施しているクイックアンケートなどを参考に、会 

員等からの相談内容から見る経営課題やニーズと照らし合わせ、商工会が事業を推 

進していくうえでの検討材料として活用する。 

 

(その他)  

・商工会から提出されたデータを基に、県内商工会全体で見た経営支援業務、その他 

業務の割合と項目ごとに従事した業務時間の合計をグラフ形式で毎月、本連合会(県 

職協)よりサイボウズに掲示し、フィードバックする。 

・商工会個別、あるいは個人別でのデータの公表は行わないものとする。 

 

一日 10 行以内で入力 

※時間外勤務命令があった場合

は、その業務も記入する。 



経改業務 

伴走型 

支援 

補助金申

請支援 

その他 

受託事業 

その他 

内部業務等

む 

(参考)  プルダウンの項目 

 

経営支援業務【課題解決型の個社支援を含む】 

・巡回・窓口指導(税務、金融、経営一般、労働、情報化、法律等) 

  ・記帳継続指導 

・創業支援 

  ・事業承継支援 

  ・販路拡大支援 

  ・経営計画策定支援 (販路拡大・生産性向上) 

・経営革新認定申請支援 (販路拡大・生産性向上) 

・小規模事業者持続化補助金申請支援 (販路拡大・生産性向上) 

・事業再構築補助金申請支援 (販路拡大・生産性向上) 

・ものづくり補助金申請支援 (販路拡大・生産性向上) 

・ＩＴ導入補助金申請支援 (業務効率化) 

・個別・集団講習会に関する業務 

・各種共済加入促進 

・商工会運営に関する業務(総代会・理事会等) 

・経改庶務経理事務 

・その他の個社支援 

 

その他の業務 

   ・職員の研修会受講 

・各部会事業 

・青年部事業 

・女性部事業 

・労働保険事務組合事務 

・地域振興(イベントやお祭り事業などで販路拡大支援とは関連性が薄いもの) 

・イベント事業 (販路拡大支援に関連性がある部分) 

・法人会からの受託事業 

・青色申告会からの受託事業 

・市町村からの受託事業 

・観光協会からの受託事業 

・商業団体からの受託事業 

・商店会等からの街路灯管理受託事業 

・建設労災組合からの受託事業 

・ポイントカード組合等からの受託事業 

・事業協同組合等からの受託事業 

・その他の団体からの受託事業 

・飲食組合事業 

・労働基準協会に関する事業 

・外国人技能実習制度に関する事業 

・プレミアム商品券事業 

・合同企業説明会事業 

・ゴミ袋販売事業 

・その他の非個社支援 

※ ( )の箇所については、着眼点でありプルダウンの表示なし。 

 


